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導入促進基本計画

１　先端設備等の導入の促進の目標
（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等
　本町の人口は、令和4年9月現在で15,968人である。平成17年から減少傾向にあったが、町内の新興住宅地の増加、町の企業誘致や移住促進施策の結果、平成27年から5年間で383人増と近年は微増傾向に転じている。生産年齢人口（15～64歳）は平成17年から減少し続けており、老年人口（ 65 歳以上）は増加が続いている。また、町内の就業人口も国勢調査によると、平成22年に7,230人から令和2年は7,701人と増加傾向にある。
しかしながら、本町は中小企業が多く、新たな従事者の確保は難しい状況であり、人材の確保も困難になりつつある。加えて、新たな設備投資等に投資する資金を確保するための経営を行うことが困難になりつつある。

（２）目標
中小企業等経営強化法第49条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定し、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、県内で最も設備投資が活発な自治体の１つとなり、筑後地域の中核都市として更に経済発展していくことを目指す。
　これを実現するための目標として、計画期間中に３件程度の先端設備等導入計画の認定を目標とする。
　
（３）労働生産性に関する目標
先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関
する基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上の労働生産性の向上を目標とす
る。

２　先端設備等の種類
町内中小企業の先端設備等の導入を幅広く促すことを目標とすることから、本計画において対象となる先端設備等の種類については、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める全てとする。

３　先端設備等の導入の促進の内容に関する事項
（１）対象地域
　町内全域の中小企業の労働生産を高める事を目標とすることから、本計画において対象となる区域は、町内全域とする。
（２）対象業種・事業
町内全域の中小企業の労働生産を高める事を目標とすることから、業種及び事業等については、全ての業種・事業とする。

４　計画期間
（１）導入促進基本計画の計画期間
計画期間は２年間（令和５年６月２９日～令和７年６月２８日）とする。　

（２）先端設備等導入計画の計画期間
先端設備導入計画の期間は、３年間、４年間又は５年間とする。

５　先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項

（１）雇用への配慮
　　人員削減を目的とした取組は、計画認定の対象とはしないこととする。また、設備導入に伴う人員増については、雇用の安定を考慮した上で、労働生産性の評価を行うこととする。

（２）認定等に対する配慮
　　認定に当たって、導入促進基本計画に適合することを確認するために追加の書類の提出等を求める場合には、中小企業者にとって過度な負担とならないよう配慮することとする。

（３）中小企業者に対する施策の総合的推進
　　先端設備等導入を実施しようとする中小企業者に対し、当該中小企業者の行う事業に関する経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供、人材の育成又は確保その他必要な施策を総合的に推進するものとする。

（４）計画の進捗状況についての調査
　先端設備等導入計画の進捗状況を定期的に把握し、中小企業者の行った自己評価の実施状況を把握するよう努めるものとする。


